
審査の流れ

固定資産評価審査委員会 処分庁（市長）

審査申出書の提出
申出期間は納税通知書の
交付を受けた日後3月を
経過するまでの間です。

反論書の提出
弁明書の内容について反論
がある場合に提出、反論に
際し証拠等の資料があれば
同時に提出してください。
（任意）

形式審査
不服の内容を審査する前に必要な添
付書類があるか、期限内に提出され
てものであるか等を審査します。
不備があった場合は、補正を指示し
ます。
また、不適法なものは却下とします。

書面審理
受理された申出書の副本を処分
庁に送付し、それに対して処分
庁から提出される弁明書の副本
を申出人に送付します。
申出人は、弁明書に対し反論が
ある場合は反論書を提出し、処
分庁は反論書に対し改めて弁明
書を提出します。
双方の主張が出尽くしたと判断
するまで上記のやり取りを繰り
返します。

弁明書の提出
審査申出書に対し、
評価の根拠及び方法
や評価の手順、申出
の弁明（説明）が記
載された弁明書を提
出します。

審査申出書の受理

口頭意見陳述（申出人の希望があれば実施）
申出書で希望していた場合、固定資産評価審査委員会に口頭で意
見を述べることができます。口頭意見陳述は、審査申出理由の補
足説明や文章で表現しにくいことなどの意見を口頭で主張するも
のであり、この場で議論を重ねて結論を出すという機会ではなく、
審査委員や処分庁に対する質問や意見を求める場ではないのでご
注意ください。

実地調査（審査委員会が必要と認めた場合に実施）
審査委員による現地確認を行います。なお、申出人は立ち会いを
希望できます。

審査の決定
審査委員会は上記の審理手続きを経て、審査申出にかかる事案の適正な価格（評価
額）の適否を判断します。
決定には、申出が審査の対象とならない「却下」、申出が認められない「棄却」、
申出が認められる「認容」の3種類があり、審査が決定した日から10日以内に通知し
ます。
また、その決定に不服があるときは、決定があったことを知った日から6ヶ月以内で
あれば、審査結果の取消しを求めて訴訟を提起することができます。

審査申出人
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